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「甲奴・三次線」公共交通導入試験運行事業者募集要項【概要】 
 
１ 趣旨 

「三次市生活交通中期プラン」に基づく，広域生活交通対策として，甲奴地域の市民

の中心市街地への通院等のニーズに対応したバス路線の開設を目的として実施する「甲

奴・三次線」公共交通導入試験運行事業について，運行事業者を広く募集する。 

 
２ 募集概要 
   募集件名 

   「甲奴・三次線」公共交通導入試験運行事業者募集 
   募集路線 
   甲奴・中心市街地間 
   業務期間 

平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの１年間とする。（支障がない場 

合は，次年度から本格運行に移行する。） 
   運行許認可等 

   運行に必要な道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）及び各種関係法令に規定す

る許可等に関する申請手続きは，運行事業者が行う。 

   運行条件等 

   仕様書において提示する。 
   応募要件 

  ① 道路運送法第３条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業，一般貸切旅客自動車

運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業のいずれかの事業を営む者で，三次市に

本店，支店又は営業所を置く者であること。 

  ② 現に，一般乗合旅客自動車運送事業を営む応募者にあっては，本業務を遂行する

ために必要な道路運送法及び各種関係法令に基づく手続きを行い，許認可等を受け，

業務開始日までに確実に運行ができる者であること。 

  ③ 現に，一般貸切旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業を営む応募

者にあっては，道路運送法第４条に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の許可並び

に業務を遂行するために必要な各種関係法令に基づく手続きを行い，許認可等を受

け，業務開始日までに確実に運行ができる者であること。 

  ④ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該
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当しない者であること。 

⑤ 法人及びその代表者若しくは個人事業主が納税すべき市税及びその延滞金のいず

れにも延滞がない者であること。 

 
３ 応募提出書類 
   運行計画概要書（指定様式） 

内容：会社名，企画内容の骨子（運行ルート，路線形態及び運行距離，運行時間，

営業所や車庫の場所等，運賃，車両仕様，車両台数，初期投資額，利用者想

定数など） 

   企画提案書（指定様式） 
   内容：会社概要，規模等，事業実施に対する基本的な考え方，収支計画，安全確保

の方策，利便性確保の方策，その他 
   運行経費見積書（指定様式） 
   添付書類 
   納税証明書など 

 
４ 審査及び選定 
   市に設置する「甲奴・三次線」公共交通導入試験運行事業者選定委員会（以下「選

定委員会」という。）において，提出書類等を審査し，選定を行う。 
   選定の結果は，応募者に文書で通知するとともに，市ホームページで公表する。 

５ 応募手続 
  募集の周知 
① 前記２公募概要（６）応募要件①に規定する事業者については，該当事業者へ文

書にて通知する。 
② 募集要項を市ホームページ掲載及び市掲示場に公告する。 

  応募の流れ（予定） 

募集要項の配布  

応募受付期間 ３週間程度 

事業説明会 募集期間中に開催予定 

選定委員会 応募事業者の審査・選定 

選定結果の通知・公表 業者選定委員会開催日から２週間以内を目途に実施
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６ 募集主催者 
三次市自治振興部自治振興課  
〒728-0011 
三次市十日市西六丁目 10番 45号 みよしまちづくりセンター 
三次市自治振興部自治振興課 
電 話  ０８２４－６４－００９１ 
ＦＡＸ  ０８２４－６４－００６７ 

 


